
第508号

発　行　令和 8年 3月16日

発行所　名護市

市   章
　　　　総務部総務課

　　　――――　規　　　　則　―――― 　名護市老人クラブ補助金交付要綱の一部改

○　名護市規則第4号(市民課) 　正する要綱の公表について

　名護市地方独立行政法人法施行規則の一部 ○　名護市告示第31号(保育・幼稚園課)

　を改正する規則の公布について 　名護市医療的ケア児保育支援事業補助金交

　　　――――　訓　　　　令　―――― 　付要綱の一部を改正する要綱の公表につい

○　名護市訓令第2号(人事行政課) 　て

　名護市会計年度任用職員人事評価実施規程 ○　名護市告示第32号(介護長寿課)

　の公表について 　名護市介護予防・日常生活支援総合事業者

○　名護市訓令第3号(人事行政課) 　の新規指定について（文書記号：告示）

　名護市職員人事評価実施規程及び名護市人 ○　名護市告示第33号(介護長寿課)

　事評価苦情相談等に関する規程の一部を改 　名護市外出困難高齢者通院支援サービス事

　正する規程の公表について 　業実施要綱の一部改正する要綱の公表につ

　　　――――　告　　　　示　―――― 　いて

○　名護市告示第23号(会計課) ○　名護市告示第34号(建築住宅課)

　名護市基金等の債券運用に関する要綱の公 　名護市営住宅使用料等返還金支払要綱の公

　表について 　表について

○　名護市告示第24号(子育て支援課) ○　名護市告示第35号(介護長寿課)

　名護市産後ケア事業実施要綱の一部を改正 　名護市介護予防・日常生活支援総合事業者

　する要綱の公表について 　の新規指定について（文書記号：告示）

○　名護市告示第25号(会計課) ○　名護市告示第36号(国民健康保険課)

　名護市公金管理委員会設置要綱の一部を改 　差押調書(謄本)の公示送達について

　正する要綱の公表について ○　名護市告示第37号(生活支援課)

○　名護市告示第26号(国民健康保険課) 　名護市生活困窮者自立相談支援等事業実施

　督促状の公示送達について 　要綱の全部を改正する要綱の公表について

○　名護市告示第27号(介護長寿課) 　　　――――　公　　　　告　――――

　名護市地域保健福祉計画等策定委員会基本 ○　名護市公告第8号(農業政策課)

　運営要綱の一部を改正する要綱の公表につ 　地域農業経営基盤強化促進計画（地域計画

　いて 　）の変更公告について

○　名護市告示第28号(建築住宅課) ○　名護市公告第9号(農林水産課)

　名護市景観まちづくり条例に基づく景観形 　令和8年度松食い虫防除命令（薬剤散布に

　成書の縦覧について（告示） 　よる防除）について

○　名護市告示第29号(総務課) ○　名護市公告第10号(政策推進課)

　令和８年第222回名護市議会定例会の招 　名護市複合庁舎整備基本構想策定支援業務

　集告示について 　委託に係る公募型プロポーザルの実施及び

○　名護市告示第30号(介護長寿課) 　公告について

名　護　市　公　報

名護市公報



○　名護市公告第11号(総務課)

名護市公募型指名競争入札の実施について

（安部ナート川整備工事（その１））



名護市地方独立行政法人法施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和》年3 " y .

名護市規則第¥号
名護市地方独立行政法人法施行規則の一部を改正する規則

_ y,琵1

ル"武'ヤ市名護市長

~別紙



名護市地方独立行政法人法施行規則の一部を改正する規則

名護市地方独立行政法人法施行規則(令和6年規則第16号)の一部を次のように改正す
る。

第5条第1項中「当該事業計画における最初の事業年度の開始の日の30日前」を「当該

事業計画に係る事業年度の前年度の3月20日」に改める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

'



名護市訓令第2号

名護市会計年度任用職員人事評価実施規程を次のように定める。

令和8午2月27日

名護市会計年度任用職員人事評価実施規程~別紙

名護市長渡具知武・
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名護市会計年度任用職員人事評価実施規程

(趣旨)

第1条この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第器

条の2第2項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下

「会計年度任用職員」という。)の人事評価の実施に関し必要な事項を定めるものとす

る。

(人事評価の目的)

第2条会計年度任用職員に対する人事評価は、その評価を公平かつ適正に実施すること

により、能力及び実績に基づく人事管理を行うことを目的とする。

(定義)

第3条この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定める

ところによる。

①人事評価業績評価、意識・姿勢評価及び能力評価を、人事評価シートを用いて

行うことをいう。

②業績評価会計年度任用職員がその職務を遂行した結果について、過程や姿勢では

なく達成の度合い及び当該役割を果たした程度に応じて行う勤務成績の評価をいう。

③意識・姿勢評価会計年度任用職員がその職務を遂行するに当たり発揮した取組姿

勢や行動に応じて行う勤務成績の評価をいう。

④能力評価会計年度任用職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力の程度に

応じて行う勤務成績の評価をいう。

(人事評価の対象となる会計年度任用職員の範囲)

第4条この規程による人事評価の対象となる会計年度任用職員(以下「被評価者」とい

う。)は、一般職の職員とする。ただし、次に掲げる場合は、人事評価を実施しないこ

とができる。

①他の地方公共団体等へ派遣している会計年度任用職員

②休職、休暇、停職その他の理由により適正な人事評価を行うことが困難であると市

長が認める会計年度任用職員

③評価実施時点において既に退職している会計年度任用職員

④評価実施時点において連続した3月以上の勤務期間がない会計年度任用職員

⑤その他人事評価の実施が困難であると市長が認める会計年度任用職員

信平価者)
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第5条評価者は、 1次評価者及び2次評価者に区分し、それぞれ別表第1に定めるとお

りとする。ただし、これにより難い場合は、市長が別に評価者を指定することができ

る。

2 1次評価において、市長が必要と認める場合は、評価補助者を置くことができる。

(人事評価の実施)

第6条人事評価は、毎年度1回実施する。

2 評価対象期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(人事評価の方法)

第7条人事評価は、業績評価、意識・姿勢評価及び能力評価の区分により実施する。

2 被評価者及び評価者は、評価項目それぞれについて、評価段階の記号(以下「個別評

語」という。)を付すことにより評価を行うものとする。

3 人事評価の評価段階は、別表第2に定めるとおりとする。

(人事評価の手続等)

第8条 2次評価者は、評価対象期間の期首において、被評価者に対して、第5条に規定

する区分等により評価者となる者を伝えるものとする。

2 被評価者は、職務の遂行に当たり自己管理に努め、必要に応じ評価者に報告、連絡、

相談等をするものとする。

(評価の実施)

第9条被評価者は、評価対象期間中における本人評価を行い、人事評価シートに記録し

た上で1次評価者に提出しなければならない。

2 1次評価者は、被評価者から提出された人事評価シートの内容を確認し、面談により

本人評価の根拠等を確認し、個別評語による1次評価を行い、その人事評価シートを2

次評価者に速やかに提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員の配置状況等を鑑み面談を行うことが難

しい場合は、面談の実施を省略することができるものとする。この場合において、 1次

評価者は、あらかじめ被評価者に面談を省略する旨の確認を行い、評価が円滑に実施さ

れるよう配慮しなければならない。

4 2次評価者は、1次評価者による評価について不均衡があるかどぅかという観点から

審査を行い、 2次評価を行う。この場合において、 1次評価の内容について確認の必要

があると認められるときは、 1次評価者に説明を求めることができる。

5 被評価者の最終評価は、 1次評価者の評価及び2次評価者の評価により決定する。
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(評価者の責務等)

第10条評価者の責務は、次に掲げるとおりとする。

①評価対象期間中、被評価者の職務遂行上の行動・態度等を客観的に観察し、必要に

応じて適時適切な指導又は助言を行うとともに、その内容及び状況等を記録するこ

と。

②前条の規定における評価を行う際は、前号により記録した事実に基づき、被評価者

の本人評価の妥当性を検証するとともに、人事評価シートにより客観的で公正な人事

評価を行うこと。

③前条第2項に規定する面談に当たっては、被評価者に対して評価の内容を伝え、人

材育成等の観点から適切な指導又は助言を行うこと。

④被評価者に対し人事評価制度の意義、手続等を周知するとともに、被評価者からの

求めに応じ、評価内容、評価理由等に関する説明を行うこと。

⑤自らの管理監督能力の向上及び評価者としての評価技術の向上に努めること。

2 評価者は、人事評価に関し知り得た秘密及び人事評価の結果を、この規程の定める手

続以外に本人又は本人以外のものに開示し、又は漏らしてはならない。

(会計年度任用職員の異動又は併任への対応)

第Ⅱ条人事評価の実施に際し、会計年度任用職員が年度途中で異動した場合又は併任さ

れた場合については、評価の引継ぎその他適切な措置を講ずることにより対応するもの

とする。

(人事評価の調整)

第12条総務部長及び人事行政課長は、部署問の人事評価の結果に不均衡が認められた場

合には、評価者の実施した評価に対する妥当性を検証し、これを調整するものとする。

(人事評価結果の活用)

第13条評価者は、人事評価の結果を会計年度任用職員の人材育成に積極的に活用するよ

うに努めるものとし、被評価者は自らの能力開発、業務改善等に積極的に活用するもの

とする。

2 人事評価の結果は、法第器条の規定に基づき、任用、給与、分限その他の人事管理の

基礎として活用するものとする。

(苦情相談等への対応)

第14条人事評価の結果及び制度運用等に対する疑義への対応は、苦情相談対応、相談申

立て及び異議申立て(以下この条において「苦情相談等」という。)により行うものと
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する。

2 被評価者は、苦情相談等を行ったことによって不利益な取扱いを受けない。

3 苦情相談等の手続に関し必要な事項は、別に定める。

(人事評価制度に係る情報の提供)

第15条総務部長は、評価者及び被評価者に対して、人事評価制度の理解と評価能力の向

上のために、人事評価制度に係る情報等を適宜周知するものとする。

(人事評価書類等)

第16条人事評価の手続及び実施において使用する様式は、別に定める。

2 人事評価に関する書類等は、当該人事評価を実施した年度の翌年度の4月1日から起

算して、 5年間保管しなければならない。

(秘密の保持)

第17条人事評価に関する事務に従事する職員は、職務上知り得た情報をみだりに他人に

知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。当該事務に従事しなくなった場合又は

職員でなくなった場合においても同様とする。

(補則)

第18条この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は別に定める。

附則

(施行期印

1 この規程は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行日前において既に実施している令和7年度の人事評価の手続について

は、この規程に基づき実施したものとみなす。

別表第1 (第5条関係)

会計年度任用職員

別表第2 (第7条関係)

被評価者

評価段階

S+ 期待を大幅に上回る成

果を上げた。

上位の職位でもSに相当

する成果を上けた。

業績評価領域

式長級

1次評価者

意識・姿勢評価領域

の模範となるほどの

意識・姿勢であり、実

際に他に好影縛を与え

た。

課長級

2次評価者

4/5

期待する水準を大幅に上

回る能カレベルであっ

能力評価領域

上位の職位でもSに相当
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S 期待を上回る成果を上

けた。

B

おおむね期待どおりの

成果を上げた。

上位の職位でもなかな

か実行できないもので

あった。

C

業務はかろうじて遂行

されたが、期待を下回

る成果であった。

期待を上回る意識・姿

勢が見られた。

おおむね期待どおりの

意識・姿勢が見られた

(改善した)。

するレベルであった。

待を大幅に下回る成

果であった。

業務に支障を来した。

業務はかろうじて遂行

されたが、期待以下の

意識・姿勢であった。

待を上回る能カレベル

であった。

おおむね期待する能カレ

ベルであった。

期待を大幅に下回る意

識・姿勢であった。

業務に支障、他に悪影

響を及ほした。

期待を下回る能カレベル

であった。

待を大幅に下回る能力

レベルであった。

業務に支障を来すレベル

であった。
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名護市訓令第3号

名護市職員人事評価実施規程及び名護市人事評価苦情相談等に関する規程の一部を改正
する規程を次のように定める。

'

令和8年2月訂目

名護市職員人事評価実施規程及び名護市人事評価苦情相談等に関する規程の一部を
改正する規程~別紙

名護市長渡具知武

名護
市長印



名護市職員人事評価実施規程及び名護市人事評価苦情相談等に関する規程

の一部を改正する規程

(名護市職員人事評価実施規程の一部改正)

第 1条名護市職員人事評価実施規程(令和 3年訓令第2号)の一部を次のよ

うに改正する。

第 1条中「職員」の次に「(法第22条の 2 第 1項に規定する会計年度任用

職員を除く。)」を加える。

第3条第2号中「遂行するにあたり挙げた業績を把握した上で行われる当該

業績に応じた」を「遂行した結果について、過程や姿勢ではなく達成の度合

い及び当該役割を果たした程度に応じて行う」に改め、同条第 3 号中「行動

を把握した上で行われる」を「行動に応じて行う」に改め、同条第 4 号中

「能力を把握した上で行われる当該能力の程度に応じた」を「能力の程度に

応じて行う」に改める。

第4条中「任命権者にかかわらず」を削る。

第 7 条中第 2 項から第4項までを削り、同条第 5項中「評価者」を「被評価

者及び評価者」に改め、同項を同条第 2 項とし、同条第6 項を同条第 3 項と

する。

第 9 条の見出し中「期首における」を削る。

(名護市人事評価苦情相談等に関する規程の一部改正)

第2条名護市人事評価苦情相談等に関する規程(令和3年訓令第6号)のー

部を次のように改正する。

第 1条中「訓令」を「規程」に改め、「以下「実施規程」という。」を削り、

「第15条」の次に「及び名護市会計年度任用職員人事評価実施規程(令和

年訓令第号)第15条」を加える。

第2条第 1項中「訓令」を「規程」に改め、同項第 1号中「一般職の職員」

の次に「(教育委員会のうち人事評価の実施について別段の基準を適用する

会計年度任用職員を除く。)」を加え、同条第2 項中「訓令」を「規程」に

改め、「名護市職員人事評価実施規程」の次に「及び名護市会計年度任用職

員人事評価実施規程」を加える。

附則

この規程は、令和 8年4月1日から施行する。

.



名護市告示第23号

名護市基金等の債券運用に関する要綱を次のように定める。

令和8年2月12日

'

名護市基金等の債券運用に関する要綱 ~卸絲氏

名護市長渡具知武
石護
§、、三J'f入;'・1J



名護市基金等の債券運用に関する要綱

(趣旨)

第 1条この要綱は、名護市公金管理運用方針(平成17年3月16日制定)の規定

に基づく債券の取得、管理及び処分に関する手続等について必要な事項を定め

るものとする。

(運用資金)

第2条運用資金は、基金、歳計現金及び歳計外現金とする。

(運用の基本原則)

第3条資金の運用に当たっては、名護市公金管理運用方針に基づき、次に掲げ

る原則に従うものとする。

①安全性の確保元本の安全性の確保を最優先とし、資金元本が損なわれる

ことがないよう安全な金融商品により保管及び運用を行うこと。

②流動性の確保想定外の支出にも対応できるよう資金の流動性を常に確

保すること。

③効率性の追求安全性及び流動性を確保した上で、金雨女情勢の変化に応じ

た効率的な運用により収益の最大化に努めること。

(購入対象債券)

第4条購入の対象とする債券は、元本及び利息、の支払が確実な債券で、流動性

を確保するため、運用期間が 5年以内の次に掲げる債券とする。

住}国債(日本国の国債に限る。)

②政府保証債(その元本の償還及び利息、の支払いについて、政府が保証する

債券をいう。)

③地方債(地方公共団体が発行する債券をいう。)

④地方公共団体金融機構債券仕也方公共団体金融機構法(平成19年法律第64

号)第40条第 1項に規定tる債券をいう。)

⑤高速道路会社債(高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第 1条に規

定する会社が発行する債券をいう。)

⑥財投機関債(財政投融資を活用している独立行政法人が発行する債券をい

う。)

2 前項に規定する債券のうち、購入価格が額面価格以下となるものを購入す

る。ただし、購入価格が額面価格を超える場合は、満期償還時までの受取利子

が額面価格と購入価格との差額を上回る場合に限り購入できるものとする。

(運用先の選定)

第5条運用先の選定に当たっては、競争性に優れた引合方式又は機動性に優れ

た相対方式のうち効率性の高い方式を用いるものとする。ただし、市長が必要

と認めるときは相対方式により購入する。

2 運用先は、市内に営業店舗を有し、かつ、地方公共団体の資金の運用に実績

があり、資金の運用に最適な支援を行うことができる金融機関又は次の条件を

すべて満たす証券会社から選定する。

①県内に本店又は支店を有していること。

②購入予定日前3か月以内に金融庁から金融商品取引法第52条に規定する

処分を受けていないこと。

③名護市公金管理委員会が適当と認める者であること。

(債券運用期間等)

第6条購入した債券は、元本及び利息、を確保するため、満期償還日まで保有す



るものとする。ただし、事業に充当するため必要が生じた場合や効率的に運用

できる場合は、償還期日前に償還できるものとする。

(運用収益)

第7条運用収益は、購入時の各基金の運用額の割合で按分し、運用収益を収入
する年度の 3月31日までに、それぞれの基金に配分し積み立てるものとする。

2 債券の償還差損益等の処理は、別表のとおりとする。

(債券残高の報告)

第8条会計管理者は、購入した債券の残高確認のため、債券登録口座を有する

金融機関等の 3月末における取引残高を市長に報告するものとする。

(購入債券の管理)

第9条会計管理者は、債券購入又は売却後、債券ごとに確定した事項を遅滞な

く記録し、保管するものとする。

附則

この要綱は、 告示の日から施行する。



別表(第 7条関係)

区分

償還差益

ー)

償還差益

ー)

(アンダーパ

(オーバーパ

処理方法

・満期償還日の属する年度において、償還差益とし

て処理する。

・毎年度の受取利息は、運用益として処理する。

売却益

売却損

・購入時に算定される差損を最初の受取利息、から当

該差損に該当する金額を直接元金に充当し、債券の

帳簿価格から当該差損に相当する金額を減じる。

・最初の受取利息、にて当該差損にかかる金額が不足

する場合は、当該差損に該当する金額を満たすまで

毎年度の受取利息、から充当し、残利息、は、毎年度の

運用益として処理する。

・売却日の属する年度において、

処理する。

・売却日の属する年度において、運用する資金の運

用収益総額から、当該売却損に相当する金額を直接

減額する。

当該売却益として



名護市告示第 24号

名護市産後ケア事業実施要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。

令和8年2月12日

名護市産後ケア事業実施要綱の一部を改正する要綱別紙

名護市長渡具知武 右護
市長印



名護市産後ケア事業実施要綱の一部を改正する要綱

名護市産後ケア事業実施要綱(令和3年告示第兜号)の一部を次のように改正する。

第1条略

(事業の対象者)

第2条事業の利用対象となる者(以下「対象者」という。)は、事業の

利用申請日及び事業の利用日において母子ともに市に住所を有し、次

の各号の全てに該当するものとする。

①~③略

2 前項に掲げるもののほか、市長が支援を要すると認める場合は、対

象者とすることができる。

(事業の種頬等)

第3条市長は、前条に規定する対象者が必要とする別表第1に掲げる
いずれかの支援を実施する。

第4条及び第5条略

(利用期間及び利用回数)

第6条前条第2項の規定により決定を受けた者(以下「利用者」とい
う。)が事業を利用できる期間は、 1人につき出産日から産後1年を迎

える日の前日までとし、その利用回数は、別表第1に規定する支援の

改正後

合計で5回以内とする。ただし、市長が母子の状況により引き続き事

業の利用が必要であると認める場合は、利用回数又は利用期限を超え

て事業を利用することができる。

2 信泊型の利用期間は、原則とL式7日間以内とする。ただし、市長が

心、要と認めた場合は、その期間を延長することができる。

略3

略4

略0

略6

岫己負担額)

第7条利用者は、別表第1に掲げる支援を利用したときは、同表に掲

第1条略

(事業の対象者)

第2条事業の利用対象となる者(以下「対象者」という。)は、事業の

利用申請日及び事業の利用日に浦いて母子ともに市に住所を有し、炊

の各号の全てに該当するものとする。

①~③略

2 前項に掲げるもののほか、市長が支援を要すると認める母子につい

げる世帯種別に応じ、同表に定める実費負担額を負担tるとともに、

利用者が事業者に対して直接支払うものとする。

ては対象者とする。

(事業の種類等)

第3条市長は、前条に規定する対象者が必要とする別表に掲げるいず
れかの支援を実施する。

第4条及び第5条略

(利用期間及び利用回数)

第6条前条第2項の規定により決定を受けた者(以下「利用者」とい

う。)が事業を利用できる期間は、 1人につき出産日から産後1年を迎

える日の前日までとし、その利用回数は、別表に規定する支援の合計

で5回以内とする。ただし、市長が母子の状況により引き続き事業の

利用が必、要であると認める場合は、利用回数又は利用期限を超えて事

業を利用することができる。

己女]E月1」

略2

略3

略4

略5

(自己負担額)

第7条利用者は、

世帯種別に応じ、

別表に掲げる支援を利用したときは、同表に掲げる

同表に定める実費負担額を負担しなけれぱならない。

2 前項の実費負担額については、市が委託した事業所を利用する場合

には、利用者が事業者へ直接支払うものとする。

1



2 利用者は、前条第6項に規定する期日までに利用日変更又は中止の

連絡を行わずに事業を利用しなかった場合は、別表第1の実費負担額

の6回以上の欄に定める額をキャンセル料として事業者へ支払わなけ

れぱならない。この場合において、非課税世帯・生活保護世帯における

キャンセル料は発生Lない。

第8条利用者は、利用券を紛失、汚損又は破損Lたときは、名護市産後

(再交付)

2

ケア事業利用券再交付申請書(様式第4号)を市長に提出L、再交付の

申請をすることができる
2 汚損又は破損に係る前項の再交付の申請については、申請書に汚損

又は破損した利用券を添付Lなけれぱならない。

第9条市が委託Lた事業者に対Lて支払う費用は、別表第1の委託基

(委託料)

準額から実費負担額を差し引いた金額とする。
2 事業の実施に当たり、事業者への委託料の加算については、次の各
号のとおりとする。

住}多胎児加算産後ケア事業(宿泊型・通所型・訪問型)利用にかか

る乳児が多胎児である場合は、 2人目以降の1人につき、別表第2

に定める額を加算する。

②夜間に職員配置を2名以上にしている加算産後ケア事業(宿泊

型)の実施施設において、午後6時から翌朝の午前8時までに助産

3 利用者は、前条第5項に規定する期日までに利用日変更又は中止の

連絡を行わずに事業を利用しなかった場合は、別表に定める実費負担

師、保健師又は看護師を2名以上配置している場合に別表第2に定

める額を加算する。この場合において、実施1回・子1人に対するも

額を支払わなければならない。

ので、 1か所当たり一月256,700円を上限額とする。

念}兄妃や生後4か月以降の児の受入加算産後ケア事業(宿泊型・

通所型)の実施施設において、対象児以外の兄妃を受け入れた場合

第8条

と、生後4か月以降の対象児を受け入れた場合に別表第2に定める

(利用料の免除申請)

額を加算する。この場合において、実施1回・子1人に対するもの

,

3

生活保護世帯に該当する者が自己負担額(1~5回目に限る)の免除

で、 1か所あたり一月182 900円を上限額とする。

事業者は、この事業の収支の経理状況を明らかにするよう努めなけ

を希望する場合は、名護市産後ケア事業宿泊型利用料免除申請書(様

別表に掲げる宿泊型の支援を希望する者のうち、非課税世帯

゛

式第4号)を市長へ提出しなけれぱならない。
2 市長は、前項に規定する申請を受け利用料免除を決定したときは、

名護市産後ケア事業宿泊型免除利用券を発行するものとする。
3 市長は、第1項に規定する申請を受け事業の利用料免除を不適当と

認めたときは、名護市産後ケア事業宿泊型利用料免除不承認通知書(様

式第5号)により申請者に通知するものとする。



ればならない。

キャンセルによりサービスの実施がされなかった日の委託料は、発

生しない。

第10条

(実施報告)

定する名護市産後ケア事業実施蝦告書により、実施内容を市長へ報告

するものとする。ただし、 3月分については、当該月末までに報告しな

事業者は、事業を実施した月の翌月10日までに、市長が別で指

ければならない。

(費用の助成)

第H条市長は、第6条に規定する利用者のうち、本市と委託契約を締

結していない事業者(以下「委託外事業者D において産後ケアを受け

た利用者(以下「助成対象者」という。)が、委託外事業者に費用を支

払って産後ケアを受けたときは、当該費用について、別表第1に定め

る委託基準額を限度とし、第6条に定める利用回数を限度として、助

成対象者に対し、助成金を交付することができる。

(助成金の申請)

第12条助成金の交付を受けようとする者(以下「助成金申請者」とい

う。)は、名護市産後ケア費用助成金交付申請書(様式第5号)に、炊

に掲げる書類を添付し、産後ケアを利用した年度の3月31日までに市

長へ申請するものとする。ただし、申請期間について市長が認めた場

合はこの限りでない。

①~④略

(助成金交付の決定等)

第13条市長は、前条に規定する助成金の交付申請があったときは、速

やかに当該申請書等を審査し、名護市産後ケア事業助成金交付決定兼

確定(却下)通知書(様式第6号)により助成金申請者に決定の可否を

通知するものとする。

2及び3 略

(補則)

14条略

別表第1 (第3条、第7条、第9条、第Ⅱ条関係)

表略

(費用の助成)

第9条市長は、第6条に規定する利用者のうち、本市と委託契約を締

結していない事業者(以下「委託外事業者」)において産後ケアを受け

た利用者(以下「助成対象者」という。)が、委託外事業者に費用を支

払って産後ケアを受けたときは、当該費用について、別表に定める委

託基準額を限度とし、第6条に定める利用回数を限度として、助成対

象者に対し、助成金を交付することができる。

(助成金の申請)

第10条助成金の交付を受けようとする者(以下「助成金申請者」とい

う。)は、名護市産後ケア費用助成金交付申請書(様式第6号)に、次

3

に掲げる書類を添付し、産後ケアを利用した年度の3月31日までに市

長へ申請するものとする。ただし、申請期間について市長が認めた場

合はこの限りではない。

①~④略

(助成金交付の決定等)

第Ⅱ条市長は、前条に規定する助成金の交付申請があったときは、速

やかに当該申請書等を審査し、名護市産後ケア事業助成金交付決定兼

確定(却下)通知書(様式第7号)により助成金申請者に決定の可否を

通知するものとする。

2及び3

(補則)

第]2条略

別表(第3条、第7条、第8条、第9条関係)

表略

4
-



別表第2 (第9条関係)

多胎児加算

加算項目

夜間に職員配置を2人以上にし
ている加算

兄弟や生後4か月以降の児の受

入加算

宿泊型

通所型(6時間)

種別

通所型(3時間)

通所型(1時間)

訪問型

宿泊型

加算額

宿泊型

通所型(6時間)

6,000円

通所型(3時間)

3,000円

通所型(1時間)

1,500円

(新設)

駒0円

1,500円

29 000円

24 000円

6 000円

3 000円

1,000円

4



様式第1昌(筑5条閏係)

名護市長殿

産後ケア事業の利用を希望中るので、炭のセおり申請します。

申請者

名護市産後ケア事業利用申請婁兼同意雪

づりガナ

氏名

住所

利用者氏名

利用老の住所

利用者の電話番号

(串藷者ど異なる場合のみ記入)

堅知寺Φ電話番号

出産子寔日又は出産日

(申繕者と具なる蠣合のみ記入)

名護市

年

世帯区分

(利用者との閉係:

備考

月

私は、産後ケプ事業の利用申請にあたり換の事項に同意Lまt。

1 名謹市による利用決定後、サービス利用日程羽整を利用者とサービス提供事禦者にて行う。

なお、胴聾にようて轤希望に添えなV場合も為るこを。
2 利用者のt青綴を必要な量掴でサービス提供事業者に提供すること。

3 サービス利用者の状況・結果及び楊6れた情報にっVて、今後の子育て安援のために匡療雛

閏等E婿服共有するこを。

4 名談市が住民基太台帳等による世帯状況及び所得状況につVて胴査tるこを。

※署名:

生年月白

白

口課税世帯(市民税F斤偶劃)

年

様^1号(第5条関1狗

年

月

月

名議市長風

産後ケフ^の利用を希望するので、次のとお"申請します。

日

太人猫謡

日

同意棚

対応瑳員

口空記以外

申請者

名護市産後ケア事業翆」用申請書湘司意書

フリがナ

長名

住所

利用者氏名

決定年月日

利用者Φ住所

利用客の電き'舌妥号

(申請考と異なる埠舎のみ記入)

繋急時の電話番号

出産予定日又は出産日

年

〔申請毒と異なる蝶含の部記入)

名誰市

年

月

世帯区分

伊廂者との閏係:

月

日

備考

私は、劇量ケア事業の利用申1青にあたり洩の事ユ魚C同意します。

1 名護市による利用決憙孟、サービス利用日1皇洲整を判用者ぞサーゼス捜g郷票隷Cて'行う。
なお、羽惣Cよっては希望に添えない場合運商ること。

2 到果者の,靈Eを'要な鯲回でサービス提供^者に提供するこど。
3 サーゼス利用者の状況・鋸果及魏尋らキけこ,蔀欝CI、て、今f妻の子育て支拷のた以C医疫樵

島箸と情^朕有tること。

4 名駿市が住民基本台帳等による世帯状;兄及て漸得捕兄に1、τ姻査するこき。

※署名:

斗二:

白

生年月日

01舞見世箒(市則莞所1誕1)

゛、、i气IP

年 月

年 月

日

本人確認

日

伺意糊

討兄邸員

口左:包、ス外

5

決定年月日

、

年 月 日



様式第2号・様式第3号略

様式第4号(第8条関係)

名護市長殿

名護市産後ケア事業利用券再交付申請書

炊のとおり、産後ケア事業利用券の再交付を申請します。

利用

利用者生年円日

再交付

者氏名

申請者住

や

理

氏

年

由

電話番号

所

考

名

月

様式第2号・様式第3号略

様式第4号(第8条関係)

日

口紛失区汚損口破損

年 月

名護市長あて

日

名護市産後ケア事業宿泊型利用料免除申請書

産後ケア事業の利用に際し免除を受けたいので、名護市産後ケア事業実施
要綱第8条の規定により、炊のとおり申請Lます
またこの申請に当たり

おいて、市長が利用者とその世帯員の課税台帳等を閲覧することに同意しま

すこのことは、私の世帯員の同意を得ています

由請者住

生飴壹

氏

塞並三墾皇

年

巨.貫

電話番号

所名護市

佳_藍

当該利用料免除の適否の・査に必要なル囲内に

名

生釜旦旦

月

※免除の理由を証する書類を添付してください

二生昆^

'上這保^

立謹鑾

日

6

ナー三、1 ■、

一
.

一

-
J

i

一

゛、

一
ー
'
"
'

,

1弐
一

、
一



(削除) 様式第5号(第8条関係)

年

型利用料免除について、

す。

様

名護市産後ケア事業宿泊型利用料免餘不承認通知書

月 白付けで申請のあ"ました名護市産後ケア事業宿泊

下記の理由により不承認とすることを決定しましたので通知しま

月

名護市長

記

不承認の理由

7

第
年

号
日



様式第5号(第12条関係)

名鐙市暴殿

フりガナ

利用者氏名

名雁市産後ケア霊用助成交付申請書

児の氏名

住所

サービス種別武

名護市

斐茄日

年月

年月

巡 1 サービス種呂11:宿泊型、通所型6時間、通所型3E詳胡、通所型IE肝碑、謝占型

【添付書類】

(1)名延市産後ケア事業実施報告書(様式第4号)
化)利用した回数にかかる名ミ萱市産後ケア利用券

捻)利用した施設の領取書の貭本億後ケア利用の領4交書と確認できるもの)

睦)謂牙渚の振込先訂座の通帳また轤キャヅシュカードの写し

【受取口座記入禍】

日

年

利用燧旦名

年月

※太枠の御記入してくださV

日

年月日

月

日

年月

含計主額

様式第6号(第10条関係)

生年月日

(電話看号:

支1餅斗金

日

年

日

年

月

::'奇巳 1'亭'ユ,?

円

助成金上隈額

名雁市長穀

肩

円

臼

I M、

Xゆうちょ狙行を運択された堤合ば

だきい.

円

.4,:

日

フりガナ

円

円

助成金額

'曼"

利用者氏名

名護市産後ケア費用助成交付申請書

円

円

児の氏名

円

円

円

円

4 、・

円

住所

サービス種月11臺1

円

円

「痴込用の店杏・"金種目・口庄畏宅P桁}」●M見間き下郵に記熱)をご記入(

゛"ユ'」.,'、

円

名簸市

円

円

実施白

年月日

年月ヨ

※1 サービス種別:宿泊型、通阿盤6暗引、通所型3E靜占、逓所型IR詳釘、諭占型

【添付書類】

a)名班市産後ケア事業実施報告暑(桜式第4号)

柁)利用した回数にかかる名ミ蔓市産後ケフ利用券

捻)利用した施設の領腹妻の原本(産後ケア利用の領4噛ど確認できるもの)
(4)請求者の振込先口座の通帳またはキ市ツシュカードの写し

【受取口座記入鞠】

峯才勇

年

※太枠のJよ記入してぐだきV

利用旛妾名

年月

年月日

月

J

臼

年月日

舎計金顎

生年月日

(電1舌番号:

支瓣斗金

日

年

年

月

=決健訓室

円

助成金上隈額

月

円

ヨ

1 号.':●一」

Xゆうちょ狸仟を濡択された坦台は、

だきい.

円

日

円

8

円

助成金額

円

:コ,'11

円

円

円

円

円

'ー

円

影抽

円

f痕込用の店名・襖金陸目・口挫者宅(7桁リ(通帳見間き下蔀に記計)をこ紀入(

円

'.ー'ヨゼ」,〒生"'

円

皐括町

円

円

、輩,〒1デF

、

,
■

↓
,

,
1
-

了
』

耳
●
●
●
■
●
■
●
●
■
●

侶」J,J
゛
イ

、



様式第6号(第13条関係)

名護市産後ケア事業助成金交付決寔兼確室ほΠ下)通知委

名綾市長

年月日付申謂があ砂ました産後ケア事業に係る肋成金につVて次のと

おり決定燕確定(却下)しましたので通知します。

桂

勤成金

交付決定兼確定額

助成金交付決定兼確定額

2 助威金不交付決定(却下)

理 由

記

様式第7号(第Ⅱ条関係)

月

金

備考改正箇所は、下線が引かれた部分である。

附則

この要綱は、告示の日から施行する。

名護市産後ケア事業助成金交付決生兼確定(却下)通知書

名護市長

年月日付申請がありました産後ケア事業に係る助成金にっVて次のと

おり決定兼確定(却下)しましたので通知します。

円

様

助成 金

交付決定兼確定額

助成金交付決定兼確定額

2 助成金不交付決定(却下)

理 由

記

月

金 円

9

、

号
日

第
年

号
日

第
年



名護市告示第25号

名護市公金管理委員会設置要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。

令和8年2月12日

,

名護市公金管理委員会設置要綱の一部を改正する要綱~別紙

名護市長渡具知武

名護
^^.

長即,T j



名護市公金管理委員会設置要綱の一部を改正する要綱

名護市公金管理委員会設置要綱(平成17年告示第21号)の一部を次のとおり改正する。

(設置)

第1条名護市における公金の管理運用について、金融情勢等

に応じた的確な判断と対応により、公金を安全かつ効率的に運

用するため、名護市公金管理委員会(以下「委員会」という。)

を置く。

(所掌事務)

第2条委員会は、次に掲げる事項について協議し、その結果

を市長に報告する。

゛斗

改正後

公金竺理運

ること

{全な金一●

上._

三上ユ_
④略

(組織)

第3条略

2 委員長には、会計管理者を、副委員長には、総務部長をも

つて充てる。

託金一φ

方 び公金処理運用基

び{全な金冒゛

3

びイ

゛里■

てこれに

第4条

(会議)

第5条委員会は、委員長が招集する。

は

(設置)

第 1条名護市における公金管理運用について、金融情勢等に

応じた的確な判断と対応により、公金を安全かつ効率的に運用

するため、名護市公金管理委員会(以下「委員会」という。)

を置く。

(所掌事務)

第2条委員会は、次に掲げる事項について協議し、その結果

を市長に報告する。

、'、

易の選尺に男

の

2

の

;1ゞ

てる

」ゞム

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外

の者の出席を求めることができる。

ー.ピ>、

=△は

しなければ

4

^

1

△d)轟

再

=△の

^

住){全な金一φ

上』_
②公金処理運

三_イL._

③ 託金一●

④略

び,里!立7 首

寸金基金担当

力

る

とがで

現〒テ

び盲11

ヂ皿ナ止フ首

な場厶において

項について

る

「ニニ1

なし

を<めた

絲且織)

第 略

2 委員長に会計管理者、副委員長に総務部長、_委旦」Ξ^
ぜ亙'茸をもって充てる。

一耳

こ美 美

王

び{全な金一ψ

を

やむを

方針及び公金処理運用基

美の破,圧りスクへの片 1气に弐

岡 0)過

<)

1新規L

=全=が聿

、'、

ない理由により

数力

第4条略

(会議)

第5条委員会は、委員長が招集する。

」新規上

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外

の者の出席を求めることができる。

」凱趨L

1の選尺に美

又は電磁0、な

一△、丑

0)

^

るこ

るこ

正に美

ることこ

こ

岳

①
②
③



方法により同竜の竜思

以下

るヒの

略

備芳改正筒所は、下線が引かれた部分である。

附則

この要綱は、告示の日から施行する。

=△における

示をしたと

寔があった

は

0)と ナ

項を可決

以下 略

4、

咳



名護市公金管理委員会設置要綱

(設置)

第1条名護市における公金の管理運用について、金融情勢等に応じた的確な判断と対

応により、公金を安全かつ効率的に運用するため、名護市公金管理委員会(以下「委

員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条委員会は、次に掲げる事項について協議し、その結果を市長に蝦告する。

Ⅷ公金管理運用方針及び公金管理運用基準の改廃等に関すること。

②安全な金融機関及び安全な金融商品の選択に関すること。

③預託金融機関及び債権発行体の経営状況判断等に関すること。

④前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項に関すること。

絲且織)

第3条委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には、会計管理者を、副委員長には、総務部長をもって充てる。

3 委員は、総務部財政課長、再編交付金基金担当課長(主幹)、会計課長、教育委員会

総務課長及び環境水道部経営課長をもってこれに充てる。

(委員長)

第4条委員長は、委員会の会務を総理し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長をネ削左し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたとき

は、その職務を代理する。

(会議)

第5条委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員長及び副委員長を含めた委員の過半数が出席しなければ開くことが

できない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求めること

ができる。

4 委員会の審議事項について、やむを得ない理由により委員会の開催が困難な場合に

おいて、委員全員が書面又は電磁的な方法により同意の意思表示をしたときは、当該

審議事項を可決する旨の委員会における決定があったものとみなす。

(庶務)

第6条委員会の庶務は、会計課において処理する。

(委任)

第7条この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が

委員会に諮って定める。

附則(平成17年3月28日告示第21号)

この要綱は、平成17年3月28日から施行する。

附則(平成20年4月1日告示第41号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成23年4月1日告示第80-3号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則(令和3年7月21日告示第156-2号)

この要綱は、告示の日から施行する。

附則

この要綱は、告示の日から施行する。

rJJ



名護市告示第

達送 書公 刀丈

下記督促状の送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所がともに不朋、又は外国において送達が困難であるため、地方税

法第20条の2の規定により告示します。

なお、公示送達する書類は、市長(国民健康保険課)が保管していますので、申し出があれぱいつでも送達を受けるべき方に交付し

ます。
J『冒旦一_j-、、'^ー.ヒーーー早 1犀' コ

、、
゛ー^.J

」,^
^
.■^

二,.ー,、、._./

令和8午2月13日
■^

2' 号

納税通知書番牙 務

尋

12114

12H4

類の名称

督促状

督促状

税

国民健康保険税

国民健康保険税

目

(注意)地方税法第20条の2第3項の規定に基づき、掲示を始めたEから起算して7日を経過Lたときは、書類の送達があ0たものとみなされます。

税額

年

令和6年度

度

令和7年度

武豊二7巨。名護市長渡具知

期
納

第8期

' 1 、!_'・

者
別

1 / 1

第3-6期

1'、' 1'声"多L.r

玉城道保

税

玉城道保

義書



名護市告示第27号

名護市地域保健福祉計画等策定委員会基本運営要綱の一部を改正する要綱を次のように

定める。

令和8年2月17日

名護市地域保健福祉計画等策定委員会基本運営要綱の一部を改正する要綱~別紙

名護市長渡具知 ■劃、'由Jえψ



0名護市地域保健福祉計画等策定委員会基本運営要綱

(趣旨)

第1条この要綱は、名護市附属機関の設置に関する条例(平成16年条例第5号)別表に

規定する名護市地域保健福祉計画等策定委員会(以下「委員会」という。)に関し、必

要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条市長は、地域保健福祉計画その他の保健、福祉、医療に係る計画を委員会に諮問

し、委員会は、これを審議して答申することを所掌事務とする。

2 委員会は、次の各号に掲げる部門ごとに設置するものとし、当該各号に掲げる計画の

審議を行うものとする。

①名護市地域保健福祉計画等策定委員会仕也域保健福祉計画音開恥社会福祉法(昭

和26年法律第45号)第107条の規定による地域福祉計画及び成年後見制度の利用の促進

に関tる法律(平成28年法律第29号)第H条の規定による成年後見制度利用促進基本

言十画

②名護市地域保健福祉計画等策定委員会(高齢者及び介護保険音舮ヨ)老人福祉法(昭

和38年法律第133号)第20条の8の規定による老人福祉計画、介護保険法(平成9年法

律第123号)第Ⅱ7条の規定による介護保健事業計画及び共生社会の実現を推進するた

めの認知症基本法(令和5年法律第価号)第玲条の規定による認知症施策推進計画

③名護市地域保健福祉計画等策定委員会(障害福祉部門)障害者基本法(昭和妬年

法律第84号)第Ⅱ条第3項の規定による障害者計画及び障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第認条第1項の規定による

障害福祉計画

④名護市地域保健福祉計画等策定委員会(健康増進及び食育部門)健康増進法(平

成H午法律第103号)第8条第2項に基づく健康増進計画並びに食育基本法(平成17

年法律第船号)第18条に基づく食育推進基本計画

⑤名護市地域保健福祉計画等策定委員会(沖縄愛楽園将来構想部門)地域の保健、

福祉及び医療に係る国立療養所沖縄愛楽園の将来構想

絲且織)

第3条委員会は、 9人以内で構成し、市長が委嘱又は任命する。

宮

令和2年9月2日

告示第183号

ν3



2 委員会の構成員は部門ごとに市長が別で定める者とし、部門ごとに兼ねるととができ

る。

(任期)

第4条委員の任期は、各計画の策定が完了する日までとする。

(会長及び副会長)

第5条委員会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職

務を代理する。

(会議)

第6条委員会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなけれぱ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。

倍"門間等会議)

第7条委員会は、計画に関し部門間で協議することが必要と認めるときは、部門間にお

いて会議するととができる。

2 前項の場合において、会議の議長は、各部門の会長のうちから互選により選任するも

のとする。

(幹事会)

第8条委員会は、その所掌事務務を円滑に進めるため幹事会を置くことができる。

(庶務)

第9条委員会の庶務は、市長が別で定める。

(補則)

第10条この要綱に規定するもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、部門ごとに市

長が別で定める。

附則

この要綱は、告示の日から施行する。

附則(令和3年1月8日告示第3号)

この要綱は、告示の日から施行する。

,

2熔



附則(令和3年4月12日告示第104号)

この要綱は、告示の日から施行する。

附則(令和5年1月27日告示第13号)

この要綱は、告示の日から施行する。

附則(令和5年9月1日告示第156-2号)

この要綱は、告示の日から施行する。

附則(令和8年2月17日告示第27号)

この要綱は、告示の日から施行する。

一

3/3



名護市告示第ユ8 号

名護市景観まちづくり条例施行規則第12条における閏係区域を定めたので、

同規則第13条第1項の規定に基づき、次のとおり公衆の縦覧に供する。

酔

令和8年2月18日

1 対象事業の名称

(仮称)カヌチャコンドミニアムホテル計画

縦覧場所

・名護市建設部建築住宅課

・久志支所

2

名護市長 渡具知

・.y -"膨
,一翁三、入

ι E゛' 1 :'^'』

ー'1.^^^.'^'ず゛L J■

コ'ιr・キ゛、イ,



名護市告示第29号

令和8年第222回名護市議会定例会を、次のとおり招集する。

令和8年2月20日

1 期

2 扮

日

所

令和8午3月2日

名護市議会議事堂

名護市長渡具知

催,゛捗 1だ、1墾]
、、・弐温1豆L弐i,1
'+戸下引



名護市告示第30号

名護市老人クラブ補助金交付要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。

令和 7年2月20日

名護市老人クラブ補助金交付要綱の一部を改正する要綱~別紙

名護市長渡具知・博轟



名護市老人クラブ補助金交付要綱の一部を改正する要綱

名護市老人ウラブ補助金交村要綱(平成24年告示第8号)の一部を炊のように改正する。

第1条

第2条

a)

( 2 )

略

略

略

その他の老人クラプ

前号に該当しないクラブで、常時会員の6割以上が活動に参加

するクラブ

改正後

第3条補助金を交付すべき補助対象及び補助額は、次の表に定める

とおりとする。

第1条

第2条

( 1 )

( 2 )

略

略

略

小規模老人クラブ

会員数が前号達しないクラブで年問を通して活発な活動を行い、

常時会員数の6割以上が参加する炊の条件を満たt地域のクラブ

己女1モ月町

ア字又は自治会の60歳以上人口が20人末満の地域であること。

イ 近隣の老人クラブ●の合併が不適当な地域であること。

ウ公共交通機関(乗合バス)による通行の便が悪い地域であるこ

上」

(3)その他の老人クラブ

前各号に該当しないクラブで、常時会員の6割以上が活動に参加

第3条補助金を交付すべき補助対象及び補助額は、炊の表に定めると

おりとする。

するクラブ



名護市老人クラブ

連合会補助金'

補助対象.・

予算の定める範囲内で算

出した額"

補助額.

単位老人クラブ.

補助金、

補助対象事業.・

老人クラプ速合会が

行う活動事業費、老

ノ、ス"ーツ大会、事

・適正老人クラプ(3β00

務費及びモの他市長

円X活動日数)+(310円

が必聾と認めろ事業、

以下略

X 会員数)+11,000円、

柿助対象経費.

・その他老人ウラプ、

市町村老人クラ

備老改正箇所は、下線が引かれた部分である。

附則

この要綱は、告示の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(2.600円 X活動U数)+

プ連介分事業の

実施に必安な給

( 310円 X 会共数)

+11.0001小

料、職員手当等、

共済費、轍償貿、

老人クラブが行う社

補助対象、

賃令、旅費、需

会奉什事業、健康増

名護市老人クラブ連会会補助金"

用費、備品購入

進事樂、教養講序の

費、役務費、委

開然事業、世代交流

託料、使用料及

出業及びその他市長

び賃借料.

がし、斐と認める事業'

単位老人クラブ補助金、

綴償費、旅費、

需用贄、備品鱗

ノ、四、役務費、

委託料、使用料

補助額、

及び賃借料'

予算の定める範囲内で

算出した額'

予算の定める範囲内で

算出Lた額、

補助対象経費'

名護市老人クラプ連合会活

以下略

動事業、老人スポーツ大会、

老人礼会奉仕団活動事業等

に補助ゞ

遭正クラブ、その他の老人

クラブ(小規模老人クラブ

を含む)等に補助.・



名護市告司藻31号

名護市医療的ケア児保育支援事業補助金交付要綱を次のように定める。

令和8年2月20日

.

名護市医療的ケア児保育支援事業補助金交付要綱~別紙

名護市長渡具知武
名護
長印



、

名護市医療的ケア児保育支援事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条この要綱は、人工呼吸器による呼吸補助、その他日常生活を営むために不可欠な

医行為(以下「医療的ケア」という。)が必要な状態である児童(以下「医療的ケア児」

という。)が、保育所等の利用を希望する場合に、保育所等における受入れ体制を整備し、

医療的ケア児の地域生活支援の向上を図ることを目的として、予算の範囲内で補助金を

交付することについて、名護市補助金等の交付に関する規則(昭和56年規則第8号。以

下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。

①私立保育所等市内に所在し、次のいずれかに該当するもののうち、国、県又は市

以外のものが設置したものをいう。

ア児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の認可を受けた法第39条第1項

に定める保育所

イ就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18

年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園

ウ児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業

工児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項に規定する小規模保育事業

オ児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第12項に規定する事業所内保育事

業所

②看護師等私立保育所等に勤務する看護師、准看護師、保健師又は助産師をいう。

③保育士等私立保育所等に勤務する保育士及び保育教諭(当該私立保育所等を運営

する個人又は法人の役員を除く。)をいう。 1 1

(対象事業) ' ,

第3条補助金の交付の対象となる事業は、子ども,'子育で支援法,'(平成討年法律第価号)

第19条第1号から第3号までに掲げる小学校就学前の子どもに該当する医療的ケア児を

受け入れる私立保育所等が実施する次の各号に掲げる事業とする。

①基本事業看護師等又は疇疾吸引等研修を修了し、たんの吸引等の登録認定を受け

た保育士等K以下「認定特定行為業務従事者」という。)、対象児童の医療的ケアに従

事する職員を配置し、医療的ケアを実施する事業

②研修受講支援事業保育士等が認定特定行為業務従事者となるために必要_な知識、

技能を修得するための研修受講のほか、保育士等及び看護師等が医療的ケア児の保育

に必要となる知識及び技術の習得、維持及び向上を図る研修受講を支援する事業

⑧保育士等補助者配置事業派遣された看護師等.又は認定特定行為業務従事者を補助一

し、医療的ケア児の保育を行う保育士等の加配を行う事業

④医療的ケア児の備品補助医療的ケア児の個別性に応じて必要となる備品の整備事

業

(補助対象者)

第4条補助金の対象となる者(以下「補助対象者」というV)1'はゞ前条に規定本る、対象事.

業を実施する私立保育所等を運営する者とする。 !

(補助対象経費)

睡

と



第5条補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる経

費とする。ただし、第3号は、第1号に定める事業を実施する場合に限り対象とする。

①基本事業

ア看護師等及び認定特定行為業務従事者の賞与、諸手当を含む給与、賃金に相当す

る経費及びこれらの支出に係り補助対象者が負担する法定福利費の事業主負担に

相当する経費

イ看護師等の配置に係り人材派遣業者等に支払う委託経費のうち、仲介手数料等を

除く上記アに相当する経費

②研修受講支援事業

ア保育士等及び看護師等の研修受講に要する受講料、テキスト代及び交通費等に相

当する経費

イ保育士等及び看護師等の研修受講に係る代替職員の配置に要する前号ア及びイ

に相当する経費(子どものための教育・保育給付交付金において給付の対象として

算定される保育士1人当たり、年間3日分の費用に相当する経費を除く。)

③保育士等補助者配置事業派遣された看護師等又は認定特定行為業務従事者を補

助し、医療的ケア児の保育を行う保育士等の加配に要する第1号ア及びイに相当する

経費

④医療的ケア児の備品補助医療的ケア児の個別性に応じて必要となる備品の購入

経費(備品購入費)

2 前項の規定にかかわらず、他の補助事業の対象となってぃる経費にっいては、補助対

象経費としない。

(補助金の額)

第6条.補助金の額は、私立保育所等ごとに、前条第1項各号の経費について、補助対象

経費の実支出額から徴収金、寄附金その他の収入金を控除した額と別表に定める基準額
,.

とを比較して、いずれか少ない方の額とする。ただじ'1'補助金の額は1,・000円未満を切り
、,,

捨てるものとする。 "

ゴ

(補助金の交付申請)
↓

第7条規則第4条の規定による交付申請は、名護市医療的ケア児保育支援事業補助金交

付申請書(様式第1号)によるものとし、必要な書類は次のとおりとする。

①補助金交付に係る所要額が確認できる書類

②収支予算書

③雇用契約書又は労働条件通知書その化雇用契約内容が判明する書類の写し

④補助事業に係る看護師等が派遣された者である場合は、派遣内容がわかるものの写

L,、_

⑤補助事業に係る看護師等の免許証、保育士等の.資格証及び認定、特定行為業務従事者

認定証の写し

⑥医療的ケア児の主治医の意見書及び指示書の写し

⑦医療的ケア児の受入れを行う保育所等の取組み計画

⑧'.その他市長が必要と認める書類 '

(交付決定)

第8条市長.は、前条の交付申請があったときは、・・当該申請に係'る書類等の審査を行い、.

交付の可否を決定し、名護市医療的ケア児保育支援事業補助金交付決定(却下)通知書

貴

1

J,



(様式第2号)により通知するものとする。

(変更交付申請)

第9条規則第6条第1項第1号の規定による補助事業の変更は、名護市医療的ケア児保

育支援事業補助金変更交付申請書(様式第3号)によるものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、補助金の

交付の可否を決定し、名護市医療的ケア児保育支援事業補助金交付変更交付決定(却下)

通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(概算払)

第10条市長が必要と認めた場合において、補助金の交付決定を受けた事業者(以下「補

助事業者」という。)は、名護市医療的ケア児保育支援事業補助金概算払請求書(様式第

5号)を市長に提出し、概算払を受けるととができる。

(事業の中止又は廃止)

第Ⅱ条規則第6条第1項第2号に規定する補助事業の中止又は廃止の申出は、名護市医

療的ケア児保育支援事業補助金事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)によるもの

とする。

2 市長は、前項の申諸を受け、当該中止又は廃止についてやむを得ないものと認めたと

きは、中止又は廃止を承認し、申請者に対し、名護市医療的ケア児保育支援事業補助金

事業中止(廃止)承認通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(実績報告)

第12条規則第12条の規定による実績報告は、名護市医療的ケア児保育支援事業補助金実

績報告書(様式第8号)によるものとし、必要な書類は次のとおりとする。

①補助金交付に係る精算額が確認できる書類

②収支決算書

③賃金台帳等対象経費の支出額が確認できる書類 f

④医療的ケア児の受入れを行う保育所等の取組み実績
゛

゛

(5ト・・その.他市長が必要と認める書類 」.〒 L':, i 1' t 1"气 ' ,
゛1

(額の確定)

第13条市長は、前条の報告を受けたときは、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行

う現地調査等により、事業の目的及び内容が適当と認めたときは、交付すべき補助金の

額を確定し、補助事業者に対し、名護市医療的ケア児保育支援事業補助金確定通知書(様

式第9号)により通知するものとする。

(補助金の請求) ゛

第14条前条の規定による補助金の額の確定を受けた補助事業者が、補助金を請求しよう

とすると.き'は、市長が指定する日までに名護市医療的ケア_児保育支援、事業補助金精算.払

請求書、(様式第10号)を市長に提出するものとする6
1^

1.】守f 」

(調査及び返還)

第15条市長は、補助金の交付を受けた補助事業者に対し、補助金の執行状況について必

要な事項を調査することができる。

2 市長は、前項の調査等により、補助事業者が虚偽の申請で補助金の交付を受けたと認

めた場合又ば補助金を対象となる経費以外に使用,した'と認める場会は補助事業者・に対1

し、補助金の全部又は一部の返還を命司'ることができる"",.'・, 」

(関係書類の保管)

.

,

」 」ー
、



第16条補助事業者は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及

ぴ支出にっいて証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(事

業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた田の属する会計年度の

終了後5年間保管しなければならない。

(補則)

第17条この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要綱は、告示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

附則(令和8年2月20日改正告示31号)

この要綱は,告示の日から施行し、令和7年4月1日から適用する

J

1-

.、

1

ー'-r
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別表(第6条関係)

①基本事業

ア看護師等を配置して医療的ケアを行う場合

1か所当たり年額5,290,000円

イ看護師等を配置せず保育士等が医療的ケア

を行う場合

1か所当たり年額4,950,000円

研修受講支援事業

1か所当たり

保育補助者配置事業

1か所当たり

備品補助

1か所当たり

、

基準額等

2右以上の医療的ケア児を受け

入れが見込まれる保育所等におい

て、看護士等を複数配置している場

合は5,290,000円を、保育士等を複

数配置している場合は4,950,000円

を加算する。

年額300,000円

年額2,232,000円

年額100,000円

第3号は第1号に定める事業を

実施する場合に限り対象とする。

^ 1

、

゛
1

゛

^

゛

'

先 、

,ー

、、

,

'

」
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、

1
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③
④
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悼 名護市告示第う乙号

介護保険法(平成9年怯律第123号)第Ⅱ5条の45の3第1項本文に規定する第一号事業

の指定事業者の指定について、同法第Ⅱ5条の45の5の規定に基dき、次のとおり指定す

る。

^

令和8午2月27日

申請者の名称

主たる事務所の所在地

代表者の氏名及び職名

事業所の名称

事業所の所在地

介護保険事業所番号

指定年月日

指定の有効期間

サービスの種類

株式会社HITOWA

東京都港区港南二丁目15番3号

代表取締役須原清貴

イリーゼ今帰仁訪問介護センター

沖縄県国頭郡今帰仁村湧川571-1

名護市長渡具知

4771400142

_、毛翻"fど11"な趣1

令和8年3月1日

令和8年3月1日~令和14年2月29日

介護予防・日常生活支援総合事業第一号訪問事業

(旧介護予防訪問介護相当サービス)



名護市告示第器号

名護市外出困難高齢者通院支援サービス事業実施要綱の一部を改正する要綱を次のように定め

る。

令和8年3月2日

名護市外出困難高齢者通院支援サービス事業実施要綱の一部を改正する要綱~別紙

名護市長渡具知

■」,^冒1甲゛上.'叫イ」'■.,J.J^
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名護市外出困難高齢者通院支援サービス事業実加要綱の一部を改正する要綱

名護市外出困難高齢者通院支援サービス事業実施要綱(令和7午4月1日告示第81号)の一部を次のように改正する。

第1.条~第4条略

第5条略

2 市長は、申請者の便宜を図るため、地域包括支援センター等を経由

して、前項に規定する申請を受理することができる。

3 市長は北、要に応じて、地域包括支援センター等に、実態調査を行わ

せるどとができる。

以下略

L^_

改正後

備考改正箇所は、下線が引かれた部分である。

附則

この要綱は、告示の日から施行する。

第1条~第4条略

第5条略

2 市長は、申請者の便宜を図るため、地域型地域包括支援センター及

び在宅介護支援センター等を経由して、前項に規定する申請を受理

することができる。

3 市長は必要に応じて、地域型地域包括支援センター及び在宅介護支

援センター等に、実態調査を行わせることができる。

以下略

改正前



名護市告示第34号

名護市営住宅使用料等返還金支払要綱を次のように定める。

令和8年3月2日

名護市営住宅使用料等返還金支払要綱~別紙

名護市長渡具知武豊 、
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名護市営住宅使用料等返還金支払要綱
(趣旨)

第1条この要綱は、市の責に帰すべき理由がある市営住宅使用料等における過

誤納金及びとれに係る利息、相当額(以下とれらを「返還金」という。)を当該

納付者に返還することにより、納付者の不利益を補填し、市営住宅使用料等の

公平性の確保及び行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。

(支出の根拠)

第2条返還金は、民法(明治29年法律第即号)第703条の規定に基づき支出す

る。ただし、過誤納金のうち民法第166条第 1項に規定により還付することが

できないもの及び当該過誤納金に係る利息、相当額については、地方自治法(昭

和22年法律第67号)第232条の 2 の規定に基づき支出する。

(返還の対象者)

第3条市長は、過誤納金が判明したときは、納付者等に対して返還金を支払う

ものとする。ただし、当該納付者が死亡している場合はその相続人に対して返

還金を支払うものとする。

2 前項ただし書の場合において、相続人が複数いるときは代表相続人に返還金

を支払うものとする。

(返還金の額等)

第4条返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
①過誤納金

②過誤納金に係る利息、相当額(以下「還付加算金」という。)

2 返還金の支払対象となる過誤納金について、市が調査等により確認できるも

のについては、過誤納金に係る収納日の翌日から20年以内の期間に限り遡って

返還する二とができる。

3 前項の過誤納金の算定において、市が保有する記録等で保存年限を経過し、

算定できない場合であっても、返還対象者が所持する収入認定通知書、その他

これに準ずる書類等により算定が可能であり、かつ、当該過誤納金について、

納付又は納入が実際に行われていることを確認できる場合に限り、これを行う

ものとする。

4 還付加算金の額は、過誤納金に係る収納日の翌日を起算日とし、返還を決定

した日までの日数に応じ、当該過誤納金に民法第404条に規定する法定利率を

乗じて得た額とする。この場合において、過誤納金を収納した日が確認できな

いときは、当該過誤納金の法定納期限日を収納のあった日とみなす。

5 還付加算金の端数計算については、地方税法(昭和25年法律第226号)第20

条の 4 の 2 の規定の例によるものとする。

(返還金の決定)

第5条市長は、返還金を支払うときは、第3条に規定する返還金の対象者に市

営住宅使用料等返還金決定通知書(様式第 1号)により通知するものとする。

2 返還金の対象者は、前項の通知の内容に疑義があるときは、市長に意見を述

べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意

見に理由があると認められるときは、当該通知をした返還金の額を変更し、市

営住宅使用料等返還金変更通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(返還金の請求)

第6条返還金の支払いを受けようとする者は、市営住宅使用料等返還金支払請

求書(様式第 3 号)により市長に対して請求を行うものとする。



2 市営住宅使用料等を口座振替で支払いしている者又は以前に市営住宅使用
料等の返還を受けた者が、当該口座に振込むことを希望する場合については、

前項の請求書の提出は不要とする。

(返還金の支払)

第7条市長は、前条の請求又は振込みする口座が判明したときは、速やかに返

還金を支払うものとする。ただし、返還金の対象者に市営住宅使用料等の滞納

がある場合には、当該滞納額に充当することを優先して行うことができる。

2 前項の規定にかかわらず、市営住宅使用料等が生活保護費により支払われた

ものの取扱いについては、関係機関と別途協議の上、処理する。

(支払の通知)

第8条市長は、前条の規定による支払いが行われるときは、市営住宅使用料等

返還金支払(充当)通知書(様式第4号)により対象者へ通知するものとする。
(返還金の返納)

第9条市長は、偽りその他不正の行為によって返還金の支払いを受けた者に対

し、当該返還金を返還させることができる。

(補則)

第10条この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に必要な事項は、市長が

別に定める 0

附則

この要綱は、告示の日から施行する。



名護市告示第づζ号

介護保険法(平成9年法律第123号)第Ⅱ5条の妬の3第1項本文に規定する第一号事業

の指定事業者の指定について、同法第Ⅱ5条の妬の5の規定に基づき、次のとおり指定す

る。

令和8年3月9日

申請者の名称

主たる事務所の所在地

代表者の氏名及び職名

事業所の名称

事業所の所在地

介護保険事業所番号

料ミ王て会11止F a m s t a t i o n

埼玉県さいたま市桜区白鍬39番2

指定年月日

代表取締役木村薫

指定の有効期間

コンパスウォークかんな

名護市長渡具知

サービスの種類

沖縄県国頭郡宜野座村字漢那1278-1

4771700103

,1 '式。、、'嵒■

令和8年4月1日

令和8年4月1日~令和M午3月31日

介護予防・日常生活支援総合事業第一号通所事業

(旧介護予防通所介護相当サービス)



名護市告示第

下記書類の送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所がともに不明、又は外国において送達が困難であるため、地

なお、公示送達する書類は、市長(国民健康保険課)が保管していますので、申し出があれぱいつでも送達を受けるべき方に

方税法第20条の2の規定により告示します。

交付します。

令手Π8年3月10日

公

納税通知書番牙

12114

゛

送

類

達

差押調書(謄本)

0) 畠 称

(注意)地方税法第20条の2第3項の規定に基づき、掲示を始めた日から起算して7日を経過したときは、書類の送達があ0たものとみなされます。

名護市長渡具知武

税

国民健康保険税

目 納

玉城道保

税 義 務 者

1/1

"

ヒ

叶
一

コ

ス
.
1
ξ
卜
一
,

一
一
^
ニ
.
^
E
-
^

一
一
一
r
ξ
^
、
^
.
〕
^
M

仁
"
膨
Υ

書

電

゛

三
て
:

書示

号ζ



名護市告示第37号

名護市生活困窮者白立相談支援等事業実施要綱の全部を改正する要綱を次のように定め

る。

令和8年3月10日

'

.

名護市生活困窮者白立相談支援等事業実施要綱の全部を改正する要綱~別紙

名護市長渡具知武
名護
長印



名護市生活困窮者自立相談支援等事業実施要綱の全部を改正する要綱

名護市生活困窮者自立相談支援等事業実施要綱(平成27年告示第95号)の全部

を改正する。

(趣旨)

第 1条二の要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」

という。)、生活困窮者自立支援法施行令(平成27年政令第40号)、生活困窮者自

立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「省令」という。)、「生

活困窮者自立支援制度に関する手引きの策定にっいて」(平成27年3月6日社

援地発船06第 1号厚生労働省社会・援護局地域福祉課長通知)、「生活困窮者自

立支援制度に係る自治体事務マニニアルの策定について(通知)」平成27年3

月27日社援発0327第 2 号厚生労働省社会・援護局長通知)、「生活困窮者自立相

談支援事業等の実施について」(平成27年7月27日社援発0727第 2 号厚生労働

省社会・援護局長通知及びその他の関連通知に定めるもののほか、必要な事項

を定めるものとする。

(実施主体)

第2条自立相談支援等事業は、生活困窮者自立相談支援等制度に関する厚生労

働省通達等に基づき、市が実施主体となる 0

2 自立相談支援等事業の実施に当たっては、支援決定等の市が行うべき業務を

除き、自立相談支援等事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施できる者であ

つて、次の要件を満たす社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非

営利活動法人その他市長が適当と認める団体に業務の全部又は一部を委託し

て実施することができるものとする。

①法人格を有し、本業務に関する委託契約を名護市との間で直接締結できる

゛

②地方自治法施行令(昭和22午政令第16号)第167条の4の規定に該当しない

者であること。

③直近の 1年問において、市税(名護市に対し納付義務があるもの)、法人税、

消費税及び地方消費税を滞納していないこと。

④国又は地方公共団体との契約に関して指名停止を受けている期間中でな

いこと。

⑤名護市暴力団排除条例(平成23年名護市条例第 7 号)第 5 条第 1項に掲げ

る暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこ

と。

⑥官公庁又は各種法人等の公共組織体において、本業務に類似した業務の実

績を有すること。

⑦業務を円滑に遂行できる、安定的かつ健全な財務能力を有すること。

(実施事業)

第3条市は、法第5条、第6条、第7条第 1項及び同条第2項に掲げる事業の

うち、炊に掲げる事業を実施する。

山生活困窮者自立相談支援事業

②生活困窮者住居確保給付金事業

⑧生活困窮者居住支援支援事業(居住支援事業のうち地域居住支援事業を除

く。)

④子どもの学習・生活支援事業

⑤生活困窮者就労準備支援事業

こと



⑥生活困窮者家計改善支援事業

2 法第7条第2項に掲げるその他の生活困窮者の自立の促進を図るために必

要な事業については、必要に応じて予算の範囲内で実施するものとする。

(支援対象者)

第4条前条第1号及び第3号による支援が必要と認める者は、次の各号のいず

れにも該当する者とする。ただし、生活困窮者の状態の緊急性等を勘案し、市

長が特に必要と認める場合はこの限りではない。

①市が設置する福祉事務所(以下「市福祉事務所」という。)の所管区域内に

居住地を有する者又は居住地が明らかでない者のうち市福祉事務所の所管

区域内に現在地を有する者

②対象となる事業の利用規約等の規定に反していない者又は著しく反した

ことがない者

B}暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)

第2条第6号に規定する暴力団員でない者

(生活困窮者住居確保給付金の支給期間)

第5条省令第12条第 1項ただし書きの規定により市が定める期間は、 3月まで

とする。ただし、就職活動等要件を満たし、かつ、 3月終了時点において支給

要件を満たしている場合は、申請に基dき3月の支給期間を2回まで延長及び

再延長をするととができる。なお、その支給額は、延長申請時の収入に基づい

て算出される金額とする。

2 省令第12条第2項の規定により市が定める期問は、当該支給期間を合算して

9月を超えない期間とする。

(生活困鯛者居住支援事業の期間)

第 6 条省令第7条ただし書きの規定により市が定める期間は、 3月までとす

る。ただし、本人に対するアセスメントの状況を踏まえ、市長が必要と認める

場合は、その期間を 6月まで延長することができる。

(受託事業者の責務)

第7条第2条第2項の規定により業務を受託した事業者は、個人情報の保護に

関する法律(平成15年法律第57号)その他の個人情報の保護に関する法令等を

順守して自立相談支援等事業の実施にあたらなけれぱならない。

2 関係機関との間で情報共有を行うことについては、支援の対象とする生活困

窮者(第3条第4号に規定する事業については、当該支援を受けている子ども

の保護者)から同意を得て実施しなければならない。

(補則)

第8条との要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は市長が別

に定める。

附則

この要綱は、告示の日から施行する。

,

式



名護市公告第8号

農業経営基盤強化促進法(昭和翁年法律第砺号)第19条第8項の規定によ

り、地域農業経営基盤強化促進計画仕也域計画)を変更したので、公告・縦覧す

る。

令和8年2月12日

S

1 地域農業経営基盤強化促進計画仕也域計画)

(1)喜瀬・幸喜・許田

(2)数久田・出冨慶

(3)為又

(4)源河

(励稲嶺・真喜屋・仲尾次

(田川上・親川・田井等

(フ)振慶名・山田・伊差川・仲尾

(8)我部祖河・古我知・内原

(9)呉我

住山屋我地

名護市長

記

渡具知

を変更した地区

(11)屋部

(12)中山・宇茂佐

(13)旭川

(14)勝山

(1励安和・山入端

(16)久志・豊原・辺野古

(17)二見・大川・大浦・瀬嵩・汀間・三原

a8)山入端

a9)天仁屋・底仁屋

関係書類について、名護市ホームページ及び欧倫水産部農業政策課に備え置いて縦覧に

供する。
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名護市公告第 9 号

沖縄県知事より、令和8年2月25日付け沖縄県達農第34号にて、森林病害虫等防

除法(昭和25年法律第船号)第5条第1項の規定に基づき、名護市における高度公

益機能森林の所有者又は管理者に対し、松くい虫の防除兪令が発令されましたので公告

します。

令和8年3月4日

1 命令内容

2 縦覧期間

別紙のとおり

令和8年4月1日から令和8年6月30日まで

名護市長渡具知

1.1^^1・、,1
武豊1や鷺 T・,1 山

記



沖縄県達農第羽号

森林病害虫等防除法(昭和 25年法律第認号)第5条第1項の規定に基づき、下記により森林

病害虫等の防除措置を行うことを命じます。

令和8年2月肪日

1 区域及び期間

①区域今帰仁村、名護市及び恩納村の区域内に存する松林の区域のうち次のとおりとする。

「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を沖縄県農林水産部森林管理課及び

沖縄県北部農林水産振興センター森林整備保全課に備え置いて縦覧に供する。

②期間令和8年4月1日から同年6月30日まで

2 森林病害虫等の種類松くい虫

3 行うべき措置の内容松くい虫の被害を受け、又は受けるおそれがある樹木を所有し、又は

管理する者は、薬剤による防除を実施すること。

4 命令をしようとする理由松くい虫被害のまん延防止のため

5 その他必要な事項

① 3に規定する措置を行う樹木及びその措置の内容については、森林病害虫防除員の指示に

従うこと。

② 3に規定する措置を行った者又はその代理人は、当該措置を実施した後、速やかに当該措

置を実施した樹木が所在する地域を管轄する沖縄県北部農林水産振興センター所長を経由し

て知事にその旨を届けること。ただし、③により申請書を提出する場合は、この限りでない

こと。

③ 3に規定する措置の実施に伴う損失補償を受けようとする者は、別に定める申請書を当該

措置を行った後 15日以内に当該措置を実施した樹木が所在する地域を管轄する沖縄県北部

農林水産振興センター所長を経由して知事に提出するものとし、その提出があったときは、

知事は、当該申請者が3に規定する措置を行ったかどぅかを確認して、損失補償金の額を決

定し、損失補償金を交付するものとすること。

剛知事は、 3に規定する樹木を所有し、又は管理する者が、 1の②に定める期間内に3に規

定する措置を行わないとき、行っても十分でないとき、又は行う見込みがないときは、当該

措置の全部又は一部を行うことがあること。

⑤知事は、④による措値を行った場合において、当該措置の費用の額が、 3に規定する措置

を行うべき者が自らその措置の全部又は一部を行ったとした場合にその者が受けることとな

るべき補償の額を超えるときは、その超える部分の額に相当する額をその者から徴収するこ

とがあること。

森林所有者又は管理者(名護市)

沖縄県知事玉城康
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松くい虫の防除対策につきましては、平素から恪別の御理解と御協力を賜り、感謝申し上げま

す。

さて、県内では、'県木であるりユウキュウマツが松くい虫被害によって立ち枯れし、その被害

がまん延Lて、森林資源の減少とともに、沖縄らしい風致景観を損なうなど、大きな社会問題と

なっております。

松くい虫薬剤防除に対する御協力のお願い

.

松くい虫被害は伝染性のものであり、放っておくと皆さまが所有(管理)されている松林へも

被害がさらに拡大し、景観や地域防災上で重要な機能を持つ松林が消失してしまうことになりま

す。

TEL :098-866-2295

TEL :0980-52-2832

このため県では、重要な機能を持つ松林については「高度公益機能森林(特に守るべき松林)」

と位置づけ、防除の重点化を図っております。その一環として、森林病害虫等防除法に.基づき、

森林所有者(管理者)の皆さまに対し、所有する松林へ薬剤散布を実施していただくよう「防除

命令」を行0ております。

可有する松林においてご自身で薬剤散布を行う方がいらっしゃいましたら、令和8

(金)ま、でに下記の沖縄県森林行政機関へ御連絡いただきますようぉ願い申し上げま司、

なお、本来、松くい虫の防除対策は所有者(管理者)が行うことが原則とな0ておりますが、

薬剤による防除対策は、個人で行うには大きな負担となることから、森林所有者(管理者)によ

つて防除対策の実施が難しい高度公益機能森林については、

セリ、県■漣用を負担し薬 11丑布を実施司、ることになりまt.、

2回目:令和8年5月中旬頃を予定しています)。つきましては、

に、御理解下さいますようぉ願い申し上げます。

このことに関し、御不明な点がございましたら、下記の沖縄県森林行政機関まで御連絡下さい。

今後とも、本県の松くい虫防除対策の推進に御理解と御協力をお願い市し上げます。

以上、沖縄県農林水産部森林管理課からのお知らせでした。

連絡先

沖縄県農林水産部森林管理課

沖縄県北部農林水産振興センター森林整備保全課

林所者(管理者)の比さまに代

3月27日

(1回目;令和8年4月上旬頃、

松くい虫防除のための薬剤散布



名護市公告第 10 号

名護市複合庁舎整備基本構想策定支援業務委託に係る公募型プロポーザルを

次のとおり実施する。

令和8年3月4日

争

1 事業名名護市複合庁舎整備基本構想策定支援業務委託

2 実施要項等は、市ホームページに公表及び政策推進課に備え付けることとす

る。

名護市長 渡具知 武

、
、
=
謡
ン
.
一
、
ー
゛

一
=
ニ
゛

,
、
.
Ξ

J

冒

-
ー
.
、
一
=

ノ
シ
ノ
ー
,
,
;
ー

"
 
J

"

L

.
゛
、

一



別紙(第7条関係)

名護市公告第"号

令和 8年3月10日

名護市公募型指名競争入札の実施について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項及び名護市公募型指名競争入札実施要綱
(平成24年告示第106号)に基づき、公募型指名競争入札を実施するため、次のとおり公告しま
す。

入札に付する事項

工事名

2 工事の種類

3 施工場所

4 工期

5

安部ナート川整備工事(そのD

概要

6

士木一式工事

入札日時

7

名護市字安部地内

入札場所

8

契約締結日の翌目(又は契約締結田~令和8午3月31日

名護市長渡具知

予定価格
(消費税込み)

9

水路整備工事一式

最低制限価格

10

"

令和8年3月27日(金)午前部寺30分

入札保証金

H

名護市役所第2会議室

契約保証金

配

48,諦5,000円

申請書提出期限

13

設定する

工事内容に関する
質問締切日

14

免除

質問に対する回答

契約額の10分の1以上。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証
をもって契約保証金の納付に代えることができる。

15 指名通知日

16

令和8年3月17日(火)正午

担当課

令和8年3月器日明)正午

令和8年3月24日(火)

令手Π8年3月19日(木)

入札関係
工事関係

名護市工事契約検査課
建設士木課



2 入札参加資格要件

次に掲げる事項の全てを満たしていなければなりません。
名護市内に本店を有する者であること。

建設業法第3条第1項の規定による建設業の許可を受けていること。

名護市の土木一式工事B級に登録されている者であること。

今午度(令和7年4月1日から令和8年3月27日の入札日までの間)に本市発注の土木一式
工事(予定価格1,000万円以上のもの)を受注した者ではないこと。

前年度繰越により継続して本市発注の土木一式工事(予定価格1,000万円以上のもの)
を施工中の者ではないこと。ただし、入札日の前日までに完成検査済みの者は除く。

地方自治法施行令第167条の4 (一般競争入札の参加者の資格)に規定する者に該当し
ない者であること。

下記の資格を有する技術者を配置でき、また、当該技術者と3力月以上の雇用関係があ
ること。

「建設業法に基づく主任技術者または監理技術者となり得る国家資格取得者(1,2
級士木施工管理技士、 1,2級建設機械施工管理技士、技術士)」

入札日までの問に、名護市指名停止等事務処理要綱に規定する指名停止の措置を受けて
いない者であること。

名護市指名停止等事務処理要綱による警告等を受けた者であって、当該警告等に基づき
要求された内容を履行中の者でないこと。

入札参加資格に基づく改善要求を受けた者であ0て、当該要求内容が改善されていない
者でないこと。

入札日に船いて有効な総合評定値通知書(いわゆる経審)を受けている者であること。

会社更生法(平成H年法律第154号)に基づく更正手続又は民事再生法平成Ⅱ年法律第
225号)に基づく再生手続中の者でないこと。

公告日の3力月前から入札日までの間に不渡り等を生じていない者(前号に該当するも
のを除く。)であること。

入札までにおいて、法令・条例等に違反したことにより行政機関等から行政処
分、行政指導等が行われている工事等に施工業者としてかかわっている者でないこと。

3 配布資料

名護市公募型指名競争入札の実施について(公告文)

公募型指名競争入札参加申請書

入札心得

入札書

質闇書

特記仕様書

図面

数量計算書

注意事項(再度入札について)

名護市入札における最低制限価格に関する要綱

最低制限価格設定例

資本関係等のある資格者同士の入札にっいて

4 提出書類

次に掲げる書類を令和8年3月17日正午までに工事契約検査課へ提出してください。当該期限を
過ぎて提出のあった者については受付を行いません。

①公募型指名競争入札参加申請書(様式第3号)

2

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫



②配置予定技術者に手持工事が有る場合は、 CORINSの工事カルテ受領書及び受注時
又は変更時工事カルテの写し(CORINS登録していない場合は、契約書の写し)
③配置予定技術者に係る書類

山配置予定技術者の雇用確認ができる書類

②資格者証の写し

③営業所技術者等証明書(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第H号)様式第8号)の写
し

5 指名通知予定日

上記4の書類を提出後、入札参加資格要件を満たすものにっいては令和8年3月19日(木)に指
名通知を、入札参加資格要件を満たさない者については、その理由を付した非指名通知書を送付
します。

6 落札者の決定に関する事項

入札後、落札候補者の順位を決定し、当該落札候補者の提出書類を確認します。
当該落札候補者の提出した書類が上記2に掲げる入札参加資格要件を欠いた場合又は書類に虚偽
の記載を行っていると判断した場合は、当該落札候補者を失格とし、次の順位の者の提出書類を
確認します。
入札参加資格要件審査通知書を受けた者のうち、不服のある者にっいては、説明の申し立てを
市長に対して行うことができます。説明の申し立てを行う者は、指定する日までに書面(任意)
により、担当課まで提出してください。

M
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